
「桑名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」（平成17年条例第41号）の規定に基づき、桑名市職員の
給与や部門別職員数などを公表いたします。

１　総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数については、令和6年4月1日現在の人数である。また,任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))
　　　　及び会計年度任用職員を含まない。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用
　　　　　　職員の給与費は含まれていない。

(3) ラスパイレス指数の状況（令和6年4月1日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した
　　　　　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）
　　　　　により算出。）
　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　※　6年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、
　　　　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

6年度

ラスパイレス指数を押し上げている主要因としては、職員構成の変動（階層変動）が考えられる。中でも短大卒や高
校卒の職員構成の変動が上昇の主となっている。これは短大卒や高校卒の職員も幹部職員となっていることなどが要
因と考えられる。

　　　　　　Ａ

歳 出 額住民基本台帳人口

（7年1月1日）

64,931,810

　　　　　　Ｂ

人

　　　　　千円

10,207,880

　　　　　千円

915,480

一人当たり
給与費Ｂ/Ａ

職員数

（参考）

人　 　　　　　　　千円

人 件 費 人 件 費 率実 質 収 支

桑名市の人事行政の運営等の状況について

区　　分

6,255,147 6,255

　　　　　千円

給　 料

千円

137,978

期末・勤勉手当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　％

千円

職員手当

2,738,778 15.7

5年度の人件費率

　　　　　　Ａ

1,611,838

区　　分

千円
6年度

千円

3,727,829

（参考）類似団体平
均

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　　　％

　　計　　Ｂ

千円

1,000

16.0

R3.4.1

100.9

(100.9)
R3.4.1

99.2
R3.4.1

98.8

R4.4.1

100.9

(100.9)
R4.4.1

99.0 
R4.4.1

98.7

R5.4.1

100.5

(100.5)
R5.4.1

98.8
R5.4.1

98.6

R6.4.1

100.5

(100.5)
R6.4.1

98.8
R6.4.1

98.6

90.0

95.0

100.0

105.0

桑名市 類似団体平均 全国市平均
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
　　　　①給料表の見直し

　　　　実施内容　（平均引上げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

　　　　

　　　　

　　　　②地域手当の見直し

　　　　実施内容　（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

　　　　

　　　　③その他の見直し内容

　　　　

(5) 特記事項

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（7年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

　　　　

 桑  名  市 歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、7年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等と除いたもの）
　　　　で算出している。

国基準によ
る支給割合
桑名市の支
給割合

５％

７％

遡及改定後

42.9

平均給与月額

扶養手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

324,88255.5

234,865

10 343,380 439,200 377,371

国

区　　分

63.0 1 219,500

平成28年度から令和6年度

までの支給割合

３％

令和7年度

の支給割合

４％

４％

５％

395,996

平 均 年 齢

６％

６％

うち用務員

54.2

平均給料月額

平成27年度の支給割合

４月１日時点

357,508

3

236,865

290,333

平均給与月額

桑名市

うち給食調理員 316,225 310,657

平均給料月額

（国比較ベース）

17

類似団体

45.3 402,173 462,057

三重県

平均年齢 職員数 平均給料月額
（Ａ） （国比較ベース）

区　　　分

公　　務　　員

(参考)

平 均 年 齢

５％

338,085

国

類似団体

三重県

桑名市

うち清掃職員

（給料表の改定実施時期）　令和７年４月１日
（内容）　行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均3.3％引上げ。他の給料表については、行政職給料表
との均衡を踏まえて見直しを実施。

57.0

平均給与月額

三重県

類似団体

423,533 387,250

平均給与月額
平均給与月額区　　分

令和8年度

の支給割合

４％

８％

（支給割合）　令和７年度は国基準５％に対し、桑名市においては７％を支給。
（実施時期）　令和７年４月１日より段階的に支給割合を引上げることとし、令和７年度は７％、令和８年度以降は８％を支
給。

平成26年度

の支給割合

３％
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（2) 職員の初任給の状況（7年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（7年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（7年4月1日現在）

（注）１　桑名市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

276,300

　　　　　　　　　　円

427,000

80

　　　　　　　　人

84

100

394,780

　　　　　　　　　　円

316,800

大　学　卒

426,712

　　　　　　　　　　円

―

　　　　　　　　％

―

高　校　卒

経験年数20年

332,171

経験年数10年

241,100

国

経験年数25年

１号給の給料月額

短　大　卒

標準的な職務内容

区　　　　分

―

―

406,760

―

2.413

　　　　　　　　　　円

420,700

最高号給の給料月額

　　　　　　　　　　円

463,000

21.3

　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　人
６　　級 課長、主幹

　　　　　　　　％

200,300

経験年数30年

410,714

392,500

短　大　卒

幼稚園教諭職

501,500

332,600

　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　円

409,000

　　　　　　　　　　円

366,800

　　　　　　　　　　円

８　　級

　　　　　　　　％

次長

課長補佐、係長

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

７　　級

396,500

　　　　　　　　　　円

一般行政職

―

279,600

技能労務職

　　　　　　　　　　円

195,800

　　　　　　　　　　円

主任、主事

幼稚園教諭職 大　学　卒

　　　　　　　　　　円

268,3007.9

424,320

大　学　卒

主査４　　級

364,200

410,050

区　　　　　分

区　　分 職員数

　　　　　　　　人

三　重　県

　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　円

6

　　　　　　　　人
主事

18.7

技能労務職

　　　　　　　　　　円

309,800

213,100
２　　級

高　校　卒

高　校　卒

17.9

一般行政職

１　　級

―

96

114

中　学　卒

200,300

大　学　卒

471,900

　　　　　　　　人

５　　級

15.0

主事

― ―

― 426,712 425,880

中　学　卒

構成比

―

部長
　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

42

３　　級

1.1

15.7

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

262,100

高　校　卒

232,000

354,800 376,300

―

桑 名 市
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（2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（7年4月1日現在）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

桑名市

国家公務員

（百円）

市８級

市７級

市６級

市５級
市４級

市３級

市２級

市１級

給

料

月

額

１級 7.9% １級 8.1% １級 4.3%

２級 17.9% ２級 17.9% ２級 22.5%

３級 15.0% ３級 15.4% ３級 18.3%

４級 21.3% ４級 21.7% ４級 18.0%

５級 18.7% ５級 18.1% ５級 18.7%

６級 15.7% ６級 14.9% ６級 13.8%

７級 1.1% ７級 1.5% ７級 2.0%
８級 2.4% ８級 2.4% ８級 2.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

昇 給
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（3) 昇給への人事評価の活用状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（6年度支給割合） （6年度支給割合） （6年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

５～１５％ ５～２０％ ５～２０％

１５～２５％ １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

勤勉手当への人事評価の活用状況

　

昇給実績が
ある区分

昇給可能な区
分

〇

1,663

上位、標準の区分

桑　　　　　　名　　　　　　市

上位、標準、下位の区分

2.10

標準、下位の区分

ロ　人事評価を活用していない

国

上位、標準、下位の成績率

2.50

１人当たり平均支給額（6年度）

〇

活用予定時期

―

〇

1.40

管理職員

活用している成績率
昇給可能な

区分

標準の区分のみ（一律）

昇給実績が
ある区分

役職加算

一般職員

管理職加算

役職加算

管理職加算

役職加算

1.00

〇

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

〇

管理職員

昇給可能な区
分

昇給実績が
ある区分

イ　人事評価を活用している

三　　　　　　重　　　　　　県

〇 〇

１人当たり平均支給額（6年度）

令和7年4月2日から令和8年4月1日

までにおける運用

〇

令和7年度中における運用

活用予定時期

イ　人事評価を活用している

一般職員

活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分
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（2) 退職手当（7年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、6年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（7年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（7年4月1日現在）

千円

千円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

有害鳥獣駆除作業従事手
当

農林水産課職員
有害鳥獣の殺処分及び
死骸処理の作業

970 千円
じんかい処理作業従事手
当

246,898

26.0

支給職員１人当たり平均支給年額（6年度決算）

3,108

支給実績（6年度決算－地域手当）

19.6695

定年前早期退職特例措置（割増率　２～４５％）

39.7575

47.70947.709

21,282

47.709

39.7575

24.586875

定年前早期退職特例措置（割増率　２～４５％）

国

応募認定・定年応募認定・定年

桑　　　　　　名　　　　　　市

公営企業（上下水道）を除く。

7桑名市

支給率

21,935 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（6年度決算）

支給実績（6年度決算） 23,647

手当の名称

支給職員１人当たり平均支給年額（6年度決算）

186

災害応急作業等従事手当

消防職員の特殊勤務手当

市外の被災地に派遣され、災害応
急作業等に従事した職員

市の区域外の地域にお
いて大規模災害に対応
した時

354千円

1日：1,080円（日没時から日出
時1,620円、避難指示、立入
禁止、退去命令等の措置がさ
れた区域において行われた場
合2,160円）

２

左記職員に対する支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 5 年 度 決 算 ）

主な支給対象職員

庁外における社会福祉
業務に関する現業に1日
4時間以上従事した時

清掃センターに勤務するじんかい処
理に従事する職員

209

0.4 千円

日額800円
動物等死骸処理：1件600円

1日：300円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 6 年 度 決 算 ）

178,002

社会福祉事務所、療育センター職
員

動植物の防疫作業、感
染症に関する防疫作業

防疫業務従事手当

158,309

　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（6年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総
職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間
勤務職員を含む。

支 給 実 績 （ 5 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 6 年 度 決 算 ）

支給実績
（6年度決算）

 6 種　

88

54千円

支給対象地域

(注)１

手当の種類（手当数）

支給対象職員数

33.27075

47.709

主な支給対象業務

深夜勤務：5時間以上1回
500円
消火作業：1回300円

47.709

33.2707528.0395

24.586875

47.709

消防職員が正規の勤務
時間として深夜に勤務し
た時または、火災等の災
害もしくは救急救助のた
め出勤した時

社会福祉に関する現業手当：
日額200円
療育センターに勤務する職員
の手当：日額100円

環境政策課職員、消防署（分署）に
勤務する職員、保健医療に係る職
員

316千円

5

28.0395

国の制度（支給率）

1,018

243

塵芥処理作業に1日4時
間以上従事した時

社会福祉業務従事手当

消防本部又は消防署に勤務する消
防職員

19.6695

1件：2,000円

6



（6) その他の手当（7年4月1日現在）

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（7年4月1日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

退職時給料月額×在職年数×100分の450 円

退職時給料月額×在職年数×100分の280 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

881,000

1,056,000

同 239,313

異なる内容との異同

106,494 千円

91,205

平均支給年額

副 議 長 390,000550,000

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に対
し通勤距離に応じて
　‥‥2,000円～38,700円

73,645

同

副 市 長

管理職手当

千円

8,982,400

千円

（6年度決算）

千円

通勤手当

51,350

1,073,000給

料

報

酬

退
職
手
当

区 分

議 員

4.60

3.45

扶養手当

同

任期毎

　　（6年度支給割合）

466,000

管理又は監督の職にある
職員に支給
…最高月額 128,900円

副 市 長

264,689

（6年度決算）
国の制度

給 料 月 額 等

633,370

87,361

手　当　名
支給実績

議 員

備　　　　考

市 長

国の制度と

議 長

期
末
手
当

・借家・借間居住者
　家賃が16,000円を超える
ものにつき支給
　最高額‥‥28,000円

　　（6年度支給割合）

452,000

内容及び支給単価
（月額）

支給職員１人当たり

副 市 長

市 長

（参考）類似団体における最高／最低額

住居手当

・配偶者　‥‥3,000円
・子　　　　‥‥11,500円
・父母等　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子が
いる場合　　‥‥5,000円
加算
（行政職給料表の適用を受
ける職員でその職務の級
が8級であるものについて
は、配偶者は対象外、父母
等は3,500円）

同

19,008,000

任期毎

517,000

副 議 長

520,000

884,000

708,000802,100

370,000

630,000598,000

議 長

市 長

7



６　職員数の状況

（1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（7年4月1日現在）

　

（注）５年前は旧松阪市の構成比である。

(3)職員数の推移

（単位： 人・％ ）

　年度

　部門別

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
      ２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

議　　　会

総合計 

18    

2

( △1.2)

1,019

82

1,101

( 2.4)

業務拡充による増

622    

41    
総　　　務

23    

39    

普通会計計 1,021

56歳

合　　計

23歳

1,085

36歳

31歳

人

( △2.3)

85    

620 615

138

＜参考＞

52.22

[    1,383   ］

60歳

78.70[    1,383   ］

以上

人人

3年 5年

[     0   ］

小　計

58    

251 247

人

計

1,082    

～

1,085    

水　　　道

～

1    

84    

28歳

250    

～

＜参考＞

計

27歳 43歳39歳

△1    

△1    

そ　の　他

24歳

～
人事異動に伴う減

小　計

（類似団体の人口1万当たり職員数

45.24

18    

32歳

0    

民　　　生

( △1.9)

△2    

人 人

136

人

一般行政 623

48歳

～

人事異動に伴う減

1,000    

0    

81 1,082

人人

0    

人

52歳

83

90    人事異動に伴う減

△10    

職 員 数

15    

27    

39    

△2    
業務拡充による増

～
70.16

56    

土　　　木
15    

20歳 44歳

～

40歳20歳

～

△2    
0    

998    

人事異動に伴う減

39    

7    

6    

72.59

186    

主 な 増 減 理 由
令和6年

衛　　　生

192    

0    0    

業務拡充による増

一
般
行
政
部
門

10    10    

人事異動に伴う減
192    

普
通
会
計
部
門

農林水産
労　　　働

196    業務拡充による増

△1    

125    

商　　　工

対前年
増減数

0    

教育部門

4    

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 令和7年

（類似団体の人口1万当たり職員数

＜参考＞

22    

税　　　務

△3    

人事異動に伴う減

120 116

2    

55歳

615    

消防部門 251    

28    
下　水　道

公
　営会
　企計
　業部
　等門

職員数
56

△ 22

～

7年

92    

135    

△ 3

146

251250

135

42

6年

102 102

教　育 147

2年

人人

未満 47歳

6

622

51歳

区　分

4年

人

過去５年間の

116

増減数（率）

122

59歳35歳

( △15.0)

( 0.3)

141

622

125

～

86 85

△ 23

254

1,020

1,103

1,007

消　防 248

630

1,104

998

公営企業等会計計 84

1,093 △ 21

1,000

1,082

281 85

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%

8



７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算
職員給与費 　（参考）

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費51,125千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、７年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円
（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（5年度支給割合） （5年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当
 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％
（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 同左
（退職時特別昇給 無し ） （退職時特別昇給 無し ）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、6年度に退職した職員に支給された平均額である。

1.40
2.10

29.145 29.145

平　均　年　齢 基本給 平均月収額

桑 名 市 43.3

Ｂ　

総費用に占める

　　　　千円

千円

　　　　給与費 　　B/A

1.00 1.40 1.00

3,108

桑名市一般行政職

34.5825

49.59

千円

桑名市一般行政職

　　　　　　区　　分

桑名市（水道事業）

25.55625

8,392

一人当たり

49.5949.59

25.55625

（参考）市町村平均

49.59 49.59
49.59

％千円　

純損益又は実

令和5年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／Ａ

　質収支

区　　分

6年度

20.445

区　　分

157,298

職員給与費比率

総費用

める職員給与費比率

2.50

　　　　　　Ａ

１人当たり平均支給額（6年度）

1,435

Ａ  

　　　　　千円

20.445

2.10

41.325

101,882 23,205

506,696

１人当たり平均支給額（6年度）

325,111

％

6年度
千円

　　計　　Ｂ

5.4

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費職員数

給　 料

167,422

31 5,434

1,663

一人当たり給与費

桑名市（水道事業）

43,380 168,467

2,890,982

千円　

期末・勤勉手当

千円

5.8

職員手当

人

34.5825

2.50

千円

21,282

41.325
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ウ　地域手当

（７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（７年４月１日現在）

円

円

円

円

3,076

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 237

一般行政
職の制度と
の異同

（注）１

26.7

2

－

・配偶者　　‥‥3,000円
・子　　　　　・・・・11,500円
・父母等　　・・・・6,500円
・16歳から22歳までの子が
いる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ）

2,268

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に対
し通勤距離に応じて
‥‥2,000円～38,700円

3,299

職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（6年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数
（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含
む。

扶養手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（6年度）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 6 年 度 決 算 ）

平均支給年額手　当　名

通勤手当

管理又は監督の職にある
職員に支給
…最高月額　83,600円

－

支給職員１人当たり

支給職員１人当たり平均支給年額（5年度決算）

318,286

支 給 実 績 （ 6 年 度 決 算 ） 6,712

258

一般行政
職の制度と
異なる内容

千円

同 699,6001,399 千円

千円2,228

全職員

6,217

・借家・借間居住者
　家賃が16,000円を超える
ものにつき支給
　最高額‥‥28,000円

同 －住居手当

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（6年度決算）

支給実績

支給率

支給実績（6年度決算）

支給対象職員数

1　種　　　　

（6年度決算）

7

117,824

256,333同

6,171

支給実績（6年度決算）

内容及び支給単価

68

同 － 千円

267

一般行政職の制度（支給率）支給対象地域

222,040

管理職手当

（6年度決算）
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　(２)　下水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算
職員給与費 　（参考）

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費69,199千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、７年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円
（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（6年度支給割合） （6年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当
 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％
（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（退職時特別昇給 無し ） （退職時特別昇給 無し ）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、６年度に退職した職員に支給された平均額である。

49.59 49.59

34.5825
41.325

区　　分

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

桑 名 市 44.8 396,110 625,000

桑名市（下水道事業） 桑名市一般行政職
１人当たり平均支給額（6年度） １人当たり平均支給額（6年度）

1,830 1,663

給　 料

49.59 41.325 49.59

25.55625

2.50 2.10

49.59 49.59

790 3,108 21,282

25.55625

2.50 2.10
1.40 1.00 1.40 1.00

桑名市（下水道事業） 桑名市一般行政職

29.145 34.5825 29.145

千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

める職員給与費比率

6年度
4,769,656

　　　　千円 千円　 千円　 ％

総費用

20.445 20.445

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

　　計　　Ｂ

6年度
22 79,377 18,957 33,203 131,537 5,979

人

　　　　給与費 　　B/A期末・勤勉手当職員手当

　質収支

％

総費用に占める

（参考）市町村平均

一人当たり給与費

575,807 96,506 2.0 2.1

職員給与費比率 令和4年度の総費用に占

職員数

区　　分 純損益又は実

　　　　　　Ａ

千円
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ウ　地域手当
（７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（７年４月１日現在）

円

円

円

円

支給職員１人当たり平均支給年額（6年度決算） 7,830

7 18 7

62

全職員

支給実績（6年度決算） 4,819

支給職員１人当たり平均支給年額（5年度決算） 267,696

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

5,586

支給実績（6年度決算）

支 給 実 績 （ 6 年 度 決 算 ）

2,102 千円 116,752

管理職手当
管理又は監督の職にある
職員に支給
…最高月額　83,600円

同 － 2,964 千円 741,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（6年度） 40.0

手当の種類（手当数） 1　種　　　　

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 6 年 度 決 算 ） 310

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 5,302

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 279

（注）１
2 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（6年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教

育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

同 － 2,310 千円 256,667

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

（6年度決算） 平均支給年額

（6年度決算）

扶養手当

・配偶者　　‥‥3,000円
・子　　　　　・・・・11,500円
・父母等　　・・・・6,500円
・16歳から22歳までの子が
いる場合
　　　　　‥‥5,000円加算

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が16,000円を超える
ものにつき支給
　最高額‥‥28,000円

同 － 664 千円 221,167

通勤手当

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に対
し通勤距離に応じて
‥‥2,000円～38,700円

同 －

手　当　名 内容及び支給単価
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８　職員の人事評価の状況

（１）人事評価の概要

　　地方公務員法の一部改正に伴い、平成27年度から全職員を対象に、結果のフィードバックや処遇反映を目指すなど

　より透明性、納得性を高め、人材育成に資するよう制度改正し試行的に実施をしました。平成28年度からは更に制度

　を改正し、本格的に実施しています。

　　評価方法は、職員が職務上発揮した能力（能力評価）及び挙げた業績（業績評価）の２つの要素を把握し評価しています。

（２）人事評価の実施状況

　令和6年度の実施状況は次のとおりです。

○ 全職員（再任用職員含む。ただし、嘱託職員・非常勤職員・臨時的任用職員を除く）を対象とした評価

・ 評価期間　R6.4.1～R7.3.31

・ 評価方法

①　能力評価（人事考課の手法による）

②　業績評価（目標管理の手法による）

９　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

（１）勤務時間

　一日の勤務時間数は、8時30分から17時15分までの週38時間45分勤務で、原則週休2日制となっています。

　市民サービスの向上、業務の効率化などの目的で、勤務時間帯をずらしたり、交代制勤務としたりするなど、業務内容に

　よって異なる勤務形態をとっています。

（２）休暇制度

　休暇には大きく次の4つがあります。

：1年（暦年）あたり20日間与えられます。残日数がある場合は、20日を限度として翌年に

　繰り越すことができます。

：病気療養に必要な期間（90日以内）について有給で与えられます。

：特定の事由に基づいて有給で認められます。結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、夏季休暇などです。

：配偶者等の介護が必要な期間（連続する2週間から、3回以下、かつ通算して6月以内）について取得できます。(無給)

１０　職員の休業に関する状況

育児休業等の取得状況（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

：32人 （男性10人、女性22人）

：8人 （男性0人、女性8人）

：21人 （男性5人、女性16人）

１１　職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況(令和6年度)

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に、

職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任及び休職があります。

（２）懲戒処分の状況(令和6年度)

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を

維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給および戒告があります。

休職

10人

0人

停職

免職

戒告

0人

免職

1人

減給

0人

0人

降任

　③部分休業の取得人数

　①年次有給休暇

2人

　②育児短時間の取得人数

　①育児休業の取得人数

　②病気休暇

　③特別休暇

　④介護休暇
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１２　職員の服務の状況
服務に関する基本原則の概要

１３　職員の研修の状況(令和6年度)

（１）研修実施状況

　　①独自研修実施状況

②派遣研修実施状況

実施日数

42人

障害のある人への理解を深める研修

1日19人

1日

三重県人権大学講座

自治大学校

監督者二次研修

職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務を遂行しなければなりません。

職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはいけません。

12人

13人

研修名

上級職員研修

新規採用職員研修(人権研修) 18人

コンプライアンス研修

3人

959人

623人

派遣人数

三重県市町総合事務組合

市町村アカデミー

25日

1日

同和問題職員研修

16人

186人

人権啓発推進員研修(フィールドワーク)

38日

国際文化アカデミー

争議行為等の禁止

19人

1日

新規採用職員研修(入庁時)

派遣先

5日

基本研修

特別研修

概要

営利企業等の従事制限

基本原則

職務専念義務

営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合は許可を受けなければなりません。

5人

5人

1人

受講者数

2日

1日

26人

メンタルヘルス研修

1日

人事評価制度評価者研修(新係長）

1日

新規採用職員研修(ビジネスマナー) 26人 1日

守秘義務

政治的行為の制限

職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

職員は争議行為等が禁止されています。

職員は政党その他政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されています。

信用失墜行為の禁止

21人

接遇・住民満足度（ＣＳ）向上研修

友好都市職員交流研修 1人
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③職場研修実施状況

　毎月1回各職場で実施

　【研修テーマ】

・人権研修

・公務員倫理研修

④自主研修

　自己啓発サポート制度　　34件

１４　職員の福祉及び利益の保護の状況

　　　　厳しい行財政運営を効果的・効率的に展開していくため、公務能率の向上を目的とした福利厚生制度を実施しています。

令和6年度においては、次のような事業を行っています。

（１）健康管理事業について

　　労働安全衛生法及び各任命権者の安全衛生管理規定に基づき、事業者責任として、職員の安全と健康を確保するため

　　下記の健康管理事業を実施しています。

（２）その他の福利厚生事業について

　　　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償については、地方公務員

１５　公平委員会の業務の状況

（１）公平委員会の概要

　　公平委員会は、地方公務員法第7条第3項の規定により設置され、又、処理する事務は、同法第8条第2項において定められています。

　　その主な内容は次の通りです。

　 　・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること

　・職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する決裁又は決定をすること

　・職員の苦情を処理すること

（２）公平委員会の業務の状況(令和6年度実績)

有害な業務に常時従事する職員に業務上疾病が発生するのを予防することを目的に実施
しています。

事業の内容

苦情の処理

桑名市

0

0

0

業務の種別

勤務条件に関する措置の要求

不利益処分についての不服申し立て

健康管理事業の決算額 4,475 千円

職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償については、地方公
務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それぞれ主体となり制度を実施しています。

事業の名称

快適な職場環境を実現し職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管理事業、メンタ
ルヘルス事業、ストレスチェック等を実施しています。

特殊健康診断

その他の健康管理事業

職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保健指導を実施することを目
的としています。

定期健康診断
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